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第
三
章
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概
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役
務
概
念
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来
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務
概
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の
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中
に
占
め
る
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も
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に
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な
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で
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だ
が
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と
と
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が
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て
、
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ン
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的
概
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を
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ち
、
次
に
、
こ
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公
役
務
概
念
の
果
た
す
役
割
お
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び
そ

の
価
値
に
つ
い
て
、
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々
の
分
野
に
分
け
て
検
討
し
、
こ
の
概
念
の
有
す
る
意
義
を
探
究
し
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
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裁
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適
用
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と
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て
の
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役
務
概
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評
価
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こ
の
公
役
務
概
念
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価
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ず
第
一
に
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念
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司
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権
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判
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務
概
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学
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務
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与
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私
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用
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れ
て
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る
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に
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コ
ラ
イ
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に
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て
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こ
の
公
役
務
概
念
は
も
は
や
行
政
法
に
お
け
る
法
律
的
概
念
と
し

九、n
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d

て
の
価
値
を
有
し
な
い
も
の
と
ま
で
、
極
言
さ
れ
る
に
至
っ
て
い
る
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こ
の
よ
う
に
、
今
日
、
こ
の
公
役
務
概
念
が
行
政
権
と
司
法
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と

理
権
限
か
ら
排
除
す
る
に
お
よ
び
、

の
間
の
権
限
の
分
配
の
標
準
と
し
て
の
役
割
を
果
た
す
こ
と
が
で
き
な
い
と
す
る
説
は
、

か
な
り
有
力
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な

一
九
五
二
年
に
刊
行
さ
れ
た
第
六
版
に
お
い
て
、
行
政
法
の
中
心
概
念
を
公
共
性

(]WE--E
吉
E
E
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)
に
置
き
、
種
々
の

例
外
を
認
め
つ
つ
も
、
行
政
の
権
限
の
適
用
の
標
準
を
公
役
務
概
念
に
借
り
て
き
た
フ
ラ
ン
ス
行
政
法
学
の
泰
斗
ワ
リ
ヌ
も
、

情
勢
か
ら
、

一
九
五
七

年
に
出
版
さ
れ
た
第
七
版
に
お
い
て
、
こ
の
公
役
務
概
念
が
権
限
分
配
の
標
準
と
し
て
余
り
に
も
広
す
ぎ
る
こ
と
を
認
め
、
こ
の
公
役
務

(
8
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概
念
の
標
準
は
純
粋
に
言
葉
の
上
だ
け
の
も
の
で
あ
る
(
公
お
宮
5
5
2
H
2
2己
)
と
主
張
し
て
い
る
の
で
あ
っ
た
。

だ
が
、
右
の
よ
う
な
公
役
務
概
念
の
こ
の
権
限
分
配
の
分
野
に
お
け
る
役
割
の
衰
退
論
な
い
し
は
否
定
論
に
対
し
て
、
こ
の
分
野
に
お

い
て
、
公
役
務
概
念
の
意
義
を
今
な
お
容
認
し
防
禦
し
よ
う
と
す
る
学
説
も
存
在
し
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
立
場

を
占
め
る
学
説
と
し
て
、

ロ
パ
デ

l
ル
は
、

一
九
五
七
年
に
刊
行
さ
れ
た
そ
の
第
二
版
に
お
い
て
、
今
日
の
判
例
は
、
今
な
お
、
訴
訟
権
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設

限
を
決
定
す
る
た
め
に
、
第
一
に
、
そ
の
訴
訟
に
つ
い
て
の
活
動
が
公
役
務
を
構
成
す
る
こ
と
を
理
由
と
す
る
も
の
が
多
い
と
し
、
公
役

務
概
念
は
、
行
政
制
度
の
基
盤
に
つ
い
て
、
そ
の
適
用
分
野
の
決
定
に
お
い
て
、

一
の
場
所
を
占
め
、
重
要
な
役
割
を
果
た
し
続
け
る
、

ー#、.
画問

と
説
く
。
し
か
し
、
彼
は
、
こ
の
よ
う
に
主
張
し
な
が
ら
も
、
現
行
の
判
例
上
に
お
い
て
、
八
ム
役
務
に
私
法
の
適
用
さ
れ
る
場
合
が
多
く

あ
る
こ
と
を
認
め
、
現
状
に
お
い
て
は
、
公
役
務
概
念
は
、
も
は
や
、

そ
れ
の
み
で
は
行
政
法
の
適
用
分
野
を
決
定
す
る
の
に
充
分
で
な

(
9
)
 

と
説
い
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
彼
に
よ
れ
ば
、
公
役
務
概
念

い
こ
と
を
肯
定
し
、
補
足
的
な
新
ら
た
な
標
準
の
探
求
、
か
必
要
で
あ
る
、

「
公
役
務
の
存
在
は
、
今
日
、
行
政

裁
判
所
が
権
限
を
有
す
る
た
め
の
充
分
条
件
で
は
な
く
、
そ
れ
は
、
行
政
の
活
動
が
こ
の
裁
判
所
に
帰
属
す
る
た
め
の
必
要
条
件
で
あ
る
」

は
失
効
し
た
概
念
で
は
な
い
と
し
て
も
、
こ
の
概
念
の
占
め
る
役
割
は
無
条
件
な
も
の
で
は
な
く
、

と
い
う
こ
と
に
な
り
、

こ
の
ロ
バ
デ

l
ル
の
説
は
、
公
役
務
概
念
の
役
割
の
積
極
的
な
肯
定
論
と
い
う
よ
り
も
、

む
し
ろ
、
そ
の
役
割
の

消
板
的
な
防
禦
論
と
で
も
号
一
口
う
べ
き
性
格
を
有
す
る
見
解
と
な
る
の
で
あ
っ
た
。

右
に
紹
介
し
た
よ
う
に
、
最
近
の
フ
ラ
ン
ス
の
学
説
に
お
い
て
は
、

」
の
行
政
権
と
司
法
権
と
の
権
限
の
分
配
に
関
す
る
分
野
に
つ
い

て
公
役
務
概
念
の
果
た
す
役
割
は
、

こ
の
よ
う
な
傾
向
は
、
今
な
お
、

二
税
に

む
し
ろ
否
定
的
に
解
さ
れ
て
い
る
傾
向
に
あ
る
。
だ
が
、

断
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
状
態
に
あ
り
、
最
近
の
行
政
判
例
中
に
お
い
て
も
、

」
の
権
限
分
配
の
決
定
の
分
野
に
お
け
る
公
役
務
概
念

一
九
五
六
年
の
ベ
ル
タ
ン
事
件
宙
開

5
5
∞2
巴
ロ
)

の
役
割
の
復
活
を
想
像
さ
せ
る
よ
う
な
一
連
の
判
決
が
存
在
す
る
。
た
と
え
ば
、

判
決
は
、
従
来
の
傾
向
に
反
し
、
避
難
外
国
人
の
送
還
の
任
を
負
う
公
役
務
の
執
行
に
際
し
て
締
結
さ
れ
た
契
約
は
、
そ
れ
が
置
か
れ
た

状
況
の
み
で
行
政
契
約
の
性
格
を
付
与
さ
れ
、
そ
れ
が
普
通
法
外
条
項
を
包
含
す
る
か
合
か
を
探
究
す
る
こ
と
は
必
要
で
は
な
い
と
判
示

し
、
さ
ら
に
、
同
年
の
グ
リ
ム
ア

l
ル
事
件
の

(
C
E
2
5
2
E
)判
決
問
、
森
林
行
政
に
よ
っ
て
私
人
の
土
地
に
施
行
さ
れ
た
植
林

活
動
は
、
公
役
務
の
執
行
の
一
形
態
を
構
成
す
る
が
ゆ
え
に
、
公
卒
業
の
性
格
を
有
し
、
そ
れ
ゆ
え
に
、
こ
の
活
動
に
よ
っ
て
惹
起
さ
れ
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た
損
害
賠
償
請
求
事
件
は
行
政
裁
判
所
に
帰
属
す
る
、

と
判
示
す
る
o

こ
れ
ら
の
判
決
は
、
そ
れ
ら
の
活
動
の
一
般
的
な
利
益
の
性
格
に

よ
っ
て
公
役
務
の
資
格
、
さ
ら
に
は
公
事
業
の
性
格
を
付
与
し
、
こ
の
公
役
務
な
い
し
は
公
事
業
の
性
格
か
ら
行
政
裁
判
所
の
審
理
権
限

を
目
芥
認
す
る
も
の
で
あ
り
、
こ
こ
に
お
い
て
は
、
そ
の
権
限
の
帰
属
の
決
定
の
問
題
に
関
し
て
、
公
役
務
概
念
の
占
め
る
比
重
は
極
め
て

大
き
い
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
っ
た
。

以
上
に
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
現
在
の
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
は
、
行
政
権
と
司
法
権
と
の
聞
の
権
限
の
分
配
に
関
し
て
公
役
務
概
念
の

占
め
る
怠
義
は
、

定
す
る
と
同
時
に
、
他
方
に
お
い
て
、
こ
の
概
念
へ
の
執
着
を
捨
て
き
れ
ず
、

一
般
的
に
は
、
重
要
視
さ
れ
て
は
い
な
い
。
だ
が
、
そ
れ
と
同
時
に
、
判
例
は
、

一
方
で
は
公
役
務
概
念
の
役
割
を
否

い
ま
だ
に
安
定
し
た
状
態
に
あ
る
と
は
言
い
難
い
。
そ
し

フランス行政法における公役務概念にジドて臼

て
、
こ
の
よ
う
な
判
例
の
動
向
の
決
定
的
な
推
移
は
、
将
来
に
ま
つ
他
は
な
い
が
、
公
役
務
と
さ
れ
る
活
動
に
私
法
の
適
用
さ
れ
る
こ
と

の
多
い
現
状
か
ら
み
て
も
、
こ
の
よ
う
な
公
役
務
概
念
が
、
積
極
的
な
役
割
を
も
っ
て
、
権
限
分
配
の
標
準
と
し
て
再
萱
場
す
る
こ
と
は

困
難
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
、
こ
の
分
野
に
お
け
る
こ
の
概
念
の
役
割
は
そ
の
価
値
を
減
少
も
し
く
は
喪
失
し
た
と
考
え
る
の
が
、

妥
当
な
見
解
で
あ
る
よ
う
に
、
私
に
は
推
察
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

制
。
・

ζ
2
5
mク
「
ゅ
な
n-E
号
一
応
ロ
ccc口
百
円
五
五
足
分
自
宅
目
。
官
Z
H
3
0
ω
一一
c
y
呂
町
・
。
7
5
2』
co
×一一-

倒

∞

-
n
Zロ
o
f
c
=
c己
C口
分
間
2
5
3
宮
rtn
含
ロ
回
一
ω
]口
E
Y邑
E
B
A
W
C
D
C
E
A
c
m
ι
c
ゎ
0
5
2
-
q
E
2
・

E
C
ι
2
2
ι
o
n
z
g
g
F
5
8
・

同

v
・
斗
叶

2
m
-

こ
O

モ
ラ
ン
ジ
ユ
お
よ
び
シ
ユ
ノ

O

見
解
に
ヲ
い
て
は
、
株
川
一
郎
「
7

ラ
ン
ス
行
政
法
」
行
政
渋
講
座
一
巻
一
七
八
一
氏
以
下
に
要
領

よ
く
紹
介
さ
れ
て
い
る
の
で
、
そ
れ
を
参
照
さ
れ
た
い
。

同

E
2
3
・

5
Z
E
ω
5
ア
H
E今
ニ

-
H
N申
・

川
向
〈
え
巳

u
F
2
r
a
2
8
5
2
C
H
-
oコ
ロ
巾
一
∞
乱
己
仏
B
ス

E
D
H
E
E
S
E
-
同
凶
作
え
向
的
見
弘
司
2
5
8
2
・
5
2
・℃
-

M

∞・

同

W
E
2〈
完
了
一
三
一
己
3
8
5
-
5
2
常
一
ω
ロ
CCD口
分
協
同
52-MEr-Mnmzこ
ぬ
ロ
E
ヨ
日
以
合
仏
B
I
邑
E
2
2
3
E
Z
伝
一
郎
円
。
吉
田
ubZロ
円
。
包
ヨ

τ

2
2
5
5
p
りと一
C
N
W
S印吋・円
r
g
E
3
5
〈
一
一
・
こ
0
.
7
-
フ
エ
ず
オ
白
論
説
は
、
公
役
務
概
念
。
呆
た
す
役
割
は
行
政
法
に
対
す
る
と
行
政
殺
判
権
に

よ
り
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設

対
す
る

O

と
で
異
な
り
、
こ
白
二
者
を
区
別
し
て
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
言
ぃ
、
公
役
務
概
念
は
、
そ
れ
を
ど

ω
よ
う
な
も
@
と
し
て
受
け
絞
れ
る

ゆ
で
あ
れ
、
行
政
仲
間
。
分
野
を
限
定
す
る
た
め
に
決
定
的
で
あ
る
が
、
行
政
裁
判
所
。
権
限
を
山
内
定
す
る
た
め
に
は
そ
う
で
は
な
い
、
と
挽
く
。
だ
が
、

こ
白
よ
う
な
考
え
方
が
可
能
で
あ
る
か
ど
う
か
は
、
品
開
め
て
疑
わ
し
い
よ
う
に
思
う
。

仙
川

(
U
C
E
一
w
S・
2
・℃

ω
h
-

州

w
巧
山
一
回
口
夕
、
H
，
E
志
ま
B
E
E
F
Z
ι
・

官

-
B
2
?
?
ω
2
2
T

刷
ザ
ぐ
と

5
0
・

P
2片
山

L
E
Z
E
E
-
叶

晶

子

官

-
S
I
戸

川

W
C
Cゲ
主
伊

5
・
斗
HEH仇
w
M
E
-
M
V

お
む
・
七
-
M
∞ω
・
℃

-mt!日
8
・

帥
ピ
c
g
t
F
、H
B
A
h
-
N
E・
司

-
N
2・

制
(
リ
・

H
V
S
E・
品

-
N
O
-
-山
吉
区
出
回

C
H
g
-
F
=
O
N
-
-
自
由
・
」
・

ιωω
・

同

こ

ω
判
決
は
、
次

O
よ
う
な
趣
旨
を
列
示
し
て
い
る
す
な
わ
ち
、
「
本
国
詮
泣
セ
ン
タ
ー
一

5

2
三

日

母

E
宮

E
2
5ロ
【
)
中
に
府
位
す
る
外
国
人
。

栄
養
を
確
保
す
る
任
を
負
う
一
私
人
と
行
政
と
に
よ
っ
て
締
結
さ
れ
た
口
頭
。
契
約
は
、
フ
ラ
ン
ス
に
居
住
す
る
外
国
人
避
鄭
者
。
本
国
訟
法

ω
任
を
負

う
公
役
務
。
執
行
自
体
を
、
こ
@
私
人
に
委
ね
る
こ
と
を
対
象
と
し
た
。
こ

O

扶
況
は
、
そ
れ
O

み
で
、
こ
ゅ
よ
う
な
契
約
に
行
政
契
約

ρ
性
絡
を
烈
す

る

ω
に
充
分
で
あ
り
、
そ
れ
が
普
通
法
外
条
項
を
包
合
す
る
(
円
。
ョ
吉
岡
門
司
)
か
ど
う
か
を
探
究
す
る
こ
と
は
必
要
で
な
い
。
し
た
が
ヲ
て
、
そ
れ
か
ら
生

ず
る
訴
訟
は
、
行
政
裁
列
所

ω
権
限
に
鴎
属
す
る
o
」

倒

。
-
H
M

・
5
g
-
h
?
N
0
・
宮
5
・
母
一
メ
問
己

E
-
z
z
円

-
B
E
Cユロ
5
5円
L
2
2
R
F
U
ω
一一
O
N
u
-申日出・

]
-
K
F
N
由・

制

こ

mu

判
決
は
、
次
の
よ
う
な
趣
旨
を
列
示
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
「
一
九
四
六
年
九
月
一
一
一

O
H
お
よ
び
一
九
四
七
年
三
月
三
円
。
デ
ク
レ
に
よ
り
所
有

者
と
締
結
さ
れ
た
契
約
に
従
ワ
て
、
水
お
上
び
森
林
に
関
す
る
行
政
に
よ
ワ
て
私
有
の
土
地
の
上
に
施
行
さ
れ
た
植
林
お
よ
び
再
値
林

ο
活
動
は
、
フ
ラ

ンス

O

森
林
の
保
存
発
展
お
よ
び
使
川

ω
た
め
に
創
設
さ
れ
た
公
役
務
白
執
行
の
形
態
。
一
を
構
成
す
る
o

し
た
が
ワ
て
、
こ
れ
ら

ω
活
動
を
実
現
す
る

土
地
が
国

ω
財
産
と
な
る
ベ
ケ
も

ω
で
は
な
く
、
そ
れ
に
よ
ワ
て
負
撰
さ
れ
た
安
則
が
経
営

ρ
牧
盆
に
来
い
て
以
り
逗
え
さ
れ
る
と
し
て
も
、
上
述
。
活

動
は
公
事
業
。
性
絡
を
有
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
行
政
裁
判
所
は
、
そ
心
作
業

ω
主
体
者
(
ヨ
ニ
円
高
《
凶
め
て
D-R2日
)
と
し
て

ω
資
抑
刊
を
も
っ
国
に
対
し
て

提
起
さ
れ
た
賠
償
前
求
に
つ
い
て
、
州
決
す
る
権
限
を
有
す
る
o
」

同
国
己
三
百
円

w
z
c
c
z
=
2
H血
2
2
5
E
m
m
C
円
一
旬
開

2
5
官
Z

F

O山一一。
N

W

H

U

可
-NOSY-ohw
門

7
3
E
3
5
×
〈
戸
確
か
に
先
の
守
へ
ん
♂
ン
事
件
。
相
場

合
に
は
、
特
殊
な
欣
泌
が
幾
分
淑
以
さ
れ
る
と
し
て
も
、
こ
の
特
殊
な
欣
況
は
、
グ
リ
ム
ア

l
ル
事
件
に
お
い
て
は
、
明
確
で
は
な
い
よ
う
に
忠
わ
れ
る
。

側
た
と
え
ば
、
先
述
し
た
公
役
務
と
行
政
の
権
限
と
を
今
一
く
分
離
し
て
解
相
伴
し
た
一
九
五
五
年

ω
ナ
リ
ア
ト
州
決
が
こ

O

例
で
あ
る
の
こ
の
列
決
に
づ
い

て
は
前
向
、
第
二
章
第
一
節
ニ
誌
側
、
北
仲
間
二
一
一
袋
二
号
一
一
二
六
瓦
参
照
。

言言
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公
役
務
概
念
に
よ
る
行
政
法
の
体
系
化
と
そ
の
問
題
点

そ
れ
で
は
、
こ
の
八
ム
役
務
概
念
に
よ
る
行
政
法
理
論
は
、
新
ら
し
い
情
勢
の
変
化
に
よ
っ
て
、
そ
の
内
存
に
ど
の
よ
う
な
修
正
売
蒙
っ

た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
こ
の
公
役
務
概
念
が
、
従
来
、
ど
の
よ
う
な
原
理
を
行
政
法
上
に
導
入
し
て
き
た
か
を
検
討

す
る
必
要
が
あ
る
。

ロ
ラ

γ
は
、
す
べ
て
の
公
役
務
に
共
通
な
性
格
と
し
て
、
主
と
し
て
公
益
の
観
点
か
ら
、
こ
の
公
役
務
に

は
、
次
の
よ
う
な
諸
原
理
が
適
用
さ
れ
る
と
主
張
す
る
。
す
な
わ
ち
、
ま
ず
第
一
に
、
公
役
務
の
継
続
の
必
要
性
が
こ
れ
で
あ
り
、

」
の
レ
円
山
に
つ
い
て
、

ま
ず
、

原
理
の
結
果
は
、

不
可
予
見
の
理
論

(
F
F
m
O
H
W
P
コ
ヨ
官
含
2
5ロ)、

お
よ
び
公

た
と
え
ば
、
官
吏
の
罷
業
の
禁
止
、
官
吏
の
辞
職
、

フランス行政法における公役務概念にクいて伺

法
人
の
財
産
の
差
押
の
禁
止
等
に
関
す
る
原
則
に
む
す
び
つ
け
ら
れ
る
。
次
に
、
そ
の
第
二
は
、
権
限
を
有
す
る
機
関
に
よ
る
そ
の
組
織

お
よ
び
作
用
の
修
正
可
能
性
の
原
理
で
あ
り
、
こ
の
原
理
は
改
正
法
律
令
C
F
m

舟
円

7
5哲
吉
町
三
)
と
し
て
実
際
上
に
現
わ
れ
る
o

さ
ら
に

そ
の
第
三
は
、
公
役
務
の
前
の
平
等
性
の
原
理
で
あ
っ
て
、
こ
の
平
等
性
の
原
理
の
結
果
、
す
べ
て
の
公
役
務
の
前
に
私
人
は
平
等
で
あ

そ
れ
は
、
公
役
務
の
利
得
お
よ
び
負
担
の
前
の
平
等
性
を
包
含
す
る
、
と
い
う
o

こ
の
公
役
務
の
概
念
か
ら
導
き
出
さ

る
こ
と
に
な
り
、

れ
る
諸
原
理
は
、
さ
ら
に
、

ロ
パ
デ

i
ル
に
よ
っ
て
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、

ロ
パ
デ

l
ル
は
、
こ
の
よ
う
な
原
理
と
し
て
、

公
役
務
の
継
続
性
の
原
理
(
公
役
務
は
杜
絶
す
る
こ
と
な
く
施
行
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、

た
と
え
ば
行
政
契
約
の
不
可
予
見
の
理
論
、

公
産
の
不
譲
渡
性
が
こ
れ
に
当
る
)
、
公
役
務
の
適
合
性
の
原
理
(
公
役
務
は
行
政
に
よ
っ
て
一
般
的
な
利
益
の
要
求
の
変
化
に
適
合
さ
れ

お
よ
び
公
役
務
の
優
先
の
原
理
の
一
一
一
つ
を
挙
げ
、
こ
れ
ら
の
原
理
は
、
判
例
上
、
次
の
よ
う
な
適
用
を
受
け
て

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
)
、

、
)
、

L
7
1
 

と
説
く
。
す
な
わ
ち
、
公
役
務
の
継
続
性
の
原
理
の
結
果
は
、
産
業
的
役
務
あ
る
い
は
公
企
業
の
被
用
者
に
、
公
役
務
の
職
員
の

罷
業
に
関
す
る
一
般
原
則
を
適
用
さ
せ
て
お
り
、
ま
た
、
公
役
務
の
利
用
者
の
平
等
の
原
則
の
結
果
は
、
行
政
的
役
務
に
対
す
る
と
同
様 の
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A
4
 

に
、
産
業
的
役
務
に
、
す
べ
て
の
差
別
料
金

(
Z
E
S江
町
島
田

2
-
E
E
Z町
巾
)
を
禁
止
す
る
原
則
を
適
用
す
る
に
至
っ
て
い
る
、
と
い
う
。

事
"
占
手
当
、

ゆ

れ

カ

こ
の
よ
う
な
公
役
務
概
念
か
ら
導
き
出
さ
れ
る
原
理
は
、
す
べ
て
の
公
役
務
に
必
然
的
に
適
用
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
こ
の
点

論

は
、
リ
ヴ
エ
ロ
が
主
張
し
て
い
る
よ
う
に
、
少
な
く
と
も
ル
ノ
オ
工
場
お
よ
び
炭
鉱
企
業
に
対
し
て
は
、
そ
の
従
来
の
罷
業
の
実
績
か
ら
、

公
役
務
の
継
続
性
の
原
理
が
適
用
さ
れ
ず
、

ま
た
、
銀
行
お
よ
び
保
険
の
公
役
務
に
つ
い
て
は
、
そ
の
活
動
の
商
業
的
性
格
か
ら
、
平
等

ハ
呂
〕

性
の
原
理
が
適
用
を
さ
れ
な
い
事
実
か
ら
も
、
明
瞭
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
点
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
原
理
を
、
公
役
務
で
あ
る
こ
と
か

ら
無
差
別
に
適
用
す
る
こ
と
に
は
、
問
題
が
残
り
、
こ
れ
ら
の
原
理
を
ど
の
よ
う
に
理
解
し
、
ど
の
よ
う
に
適
用
し
て
ゆ
く
か
の
問
題
の

解
決
は
、
未
解
決
の
ま
ま
、
将
来
に
残
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
公
役
務
概
念
に
よ
る
行
政
法
理
論
は
、
そ
の
内
容
た
る
原
理
と
は
別
箇
に
、
他
方
に
お
い
て
、

そ
の
体
系
づ
け
の
点
に
問
題
を
生

ず
る
o

こ
の
点
は
、
先
述
し
た
同
業
組
合
的
な
い
し
は
職
業
団
体
的
な
機
構
お
よ
び
国
有
化
企
業
に
関
し
て
、
こ
れ
ら
の
制
度
が
、
伝
統

的
な
公
施
設
制
度
ま
た
は
公
産
制
度
と
分
灘
し
、
現
在
の
行
政
法
思
論
が
、
従
来
の
公
役
務
概
念
に
依
拠
す
る
公
施
設
な
い
し
は
公
産
制

度
-V
一
利
用
す
る
こ
と
が
困
難
と
な
っ
て
き
て
い
る
点
に
現
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
現
在
の
フ
ラ
ン
ス
の
行
政
法
体
系
は
、
表
面
上
、
今
な
お
、

こ
の
よ
う
な
公
施
設
お
よ
び
公
産
制
度
に
基
づ
い
て
体
系
化
さ
れ
て
は
い
る
が
、
新
ら
し
い
情
勢
の
変
化
に
よ
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
主
体

説
的
な
い
し
は
利
益
説
的
な
観
点
に
立
つ
行
政
法
理
論
の
体
系
化
に
つ
い
て
も
、

し
だ
い
に
修
正
が
加
え
ら
れ
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
、
こ

の
点
の
解
決
は
、
将
来
の
行
政
法
理
論
の
発
展
に
持
ち
越
さ
れ
て
い
る
、
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

制

H
N
D

ニ
S
F
F臥
U
F
g
E・
ヲ
ぉ
・

ω
こ
同
日
公
役
務

ω
卒
等
性
mu

原
川
刊
に
ワ
い
て
は
、
回
・

]gロコ
E
F
「
宮
司
コ
ロ
巳
司

2
m仇円い
h
E
E
E
L
5同
丹
念
口
出
一
ω
]
己ユ
ω℃

E
Pロ
円
。
邑

B
E
E
S
C
2・

3
1・
ヲ
ニ

E

?
紳
谷
「
ア
ラ
ン
ス
行
政
法
に
お
け
る
法
。
一
般
原
開
」
国
家
学
会
雑
誌
七
三
谷
六
号
、
五
三
二
五
一
一
一
四
瓦
参
照
。
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アランス行政法における公役務概念にヨャて同

川

w
c
c
g
t円
F
同，

Erh
晶一

h
B
E
E
F
m
E・
司
・

8
・

川
向
日
玄
千
百
・
印
品
目
・

同

日

μ
H
2
5・
0
℃・

2
7
〉
R
F
Z
F
℃
・
回
目
・

川
間
現
在
日
以
ア
ラ
ン
ス
行
政
法
。
体
系
的
な
教
科
書
は
、
い
ず
れ
も
こ
の
公
施
設
お
よ
び
公
産
の
項
を
設
け
て
、
そ
の
制
度
。
設
明
を
し
て
い
る
。
た
と
え

ば
公
施
設
に
ヲ
い
て
、

ccgι
合
P
、可

E
円
少
司
・
印
日
∞
・

2

m

J

t
司

ω一
日
ロ
タ
ワ

5
Z
邑

5
2
5三
回
『
・
甘

-ωω
∞

R
m
-

公
産
に
つ
い
て

F
E
E
t
F
o
?

門
町
・
間
以
・

2
X
V
2
m
-
-
Jそ
ω一
E
P
-
-
y
n
z・
唱
・
∞
同
日
め
仲
間
・

同
た
だ
し
、
こ
の
点
は
純
粋
に
学
問
的
な
体
系
の
み
で
な
く
、
議
学
上
白
便
宜
と
も
結
び
ワ
く
の
で
、
こ
の
よ
う
な
公
施
設
ま
た
は
公
産
制
度
に
よ
る
行

政
法
の
体
系
化
が
闘
難
と
な
円
J

た
か
ら
と
い
ワ
て
、

u
n
d
h
J

に
、
こ

ω
よ
う
な
項
目
が
、
行
政
法
学
θ

体
系
的
な
項
目
か
ら
消
え
去
る
と
は
阪
ら
な
い
。
こ

の
こ
と
は
、
主
と
し
て
権
力
設
的
な
観
点
に
立
つ
わ
が
国
O

行
政
法
等
白
体
系
が
、
公
合
業
、
公
物
と
い
う
よ
う
な
主
体
説
的
な
い
し
は
利
盆
説
的
な
項

日
を
包
合
し
て
、
そ

ω
制
度

ω
説
明
に
当
っ
て
い
る
の
と
同
様
で
あ
る
の
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
誹
学
上

ω
便
宜
の
た
め
の
体
系
を
全
く
排
除
し
て
、
純
粋

に
学
問
的
な
体
系
化
、
行
政
法
に
特
有

D
m諭
ゆ
み
に
よ
る
体
系
化
(
た
と
え
ば
、
公
総
力
法
、
公
契
約
法
と
い
づ
た
よ
う
な
体
系
化
)
を
は
か
る
こ
と

が
必
要
で
あ
る
か
に
つ
い
て
は
、
ま
た
別
相
問
。
問
題
が
存
す
る
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

u 

す

。:

四右
に
検
討
し
て
き
た
よ
う
に
、
公
役
務
概
念
は
、
今
日
、

一
般
的
に
は
、
行
政
裁
判
権
の
適
用
の
標
準
と
し
て
充
分
な
役
割
を
果
た
す

も
の
で
は
な
く
、
こ
の
概
念
に
基
づ
く
行
政
法
の
体
系
化
に
は
、
種
々
の
難
点
が
存
す
る
。
こ
の
よ
う
に
、
こ
の
公
役
務
が
、
行
政
法
の

特
殊
性
の
存
在
理
由
で
あ
り
、
そ
の
適
用
領
域
の
限
界
で
あ
る
と
い
う
公
式
は
、
も
は
や
現
実
に
即
応
す
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
で
は
、

こ
の
公
役
務
概
念
お
よ
び
そ
れ
に
基
づ
く
公
役
務
理
論
は
、
行
政
法
学
史
上
、
何
ら
の
一
烹
義
を
も
有
し
な
い
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ

う
か
。こ
の
公
役
務
概
念
は
、
思
想
史
的
社
会
学
的
な
観
点
に
立
っ
て
眺
め
る
と
き
、
行
政
法
の
近
代
化
に
大
き
く
貢
献
し
た
。
こ
の
公
役
務

(
2〉

は
、
先
述
し
た
デ
ュ
ギ
イ
の
論
に
よ
れ
ば
、
為
政
者
に
行
政
を
行
う
義
務
を
課
す
る
こ
と
を
一
の
限
目
と
し
、
こ
の
点
か
ら
、
国
の
公
権
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設

力
行
為
に
対
す
る
無
責
任
の
原
則
を
排
除
す
る
上
に
、
実
定
法
上
重
要
な
効
果
を
発
揮
し
た
o

ま
た
、
他
方
に
お
い
て
、
こ
の
よ
う
な

デ
ュ
ギ
イ
の
社
会
化
学
説
の
依
拠
す
る
公
役
務
概
念
は
、
今
日
の
国
の
経
済
的
社
会
的
な
役
務
の
拡
大
を
洞
察
す
る
も
の
と
し
て
、
重
要

論

な
社
会
思
想
史
的
な
怠
義
を
有
す
る
も
の
で
も
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
公
役
務
概
念
は
、
あ
る
意
味
で
は
、
行
政
裁
判
制
度
が
繋
備
さ
れ
、

行
政
裁
判
所
が
司
法
裁
判
所
と
同
様
な
保
障
を
市
民
に
授
与
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
こ

O
世
紀
初
頭
の
情
勢
を
反
映
す
る
も

の
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
情
勢
の
下
に
お
い
て
は
、
行
政
権
と
司
法
権
と
の
裁
判
権
限
の
分
配
に
関
す
る
原
則
は
、
事
件
が
そ
の
ど
ち
ら

の
権
限
に
属
す
る
か
と
い
う
こ
と
よ
り
も
、
む
し
ろ
そ
の
原
則
の
簡
素
化
明
瞭
性
が
第
一
に
要
求
さ
れ
、
し
た
が
っ
て
、
そ
の
目
的
の
観

へ
4
)

点
に
よ
る
識
別
が
重
要
視
さ
れ
た
、
と
言
う
こ
と
も
で
き
よ
う
。
だ
が
、
こ
の
デ
ュ
ギ
イ
学
派
の
最
も
基
本
的
な
誤
謬
は
、
社
会
化
に

よ
っ
て
拡
大
さ
れ
る
国
の
役
務
に
つ
い
て
の
法
律
制
度
が
、
そ
の
一
般
的
な
刺
益
の
性
格
か
ら
、
す
べ
て
公
法
の
規
定
に
服
す
る
も
の
と

予
断
し
た
点
に
あ
り
、
こ
の
点
の
食
い
違
い
が
、
そ
の
後
の
行
政
法
の
発
展
に
つ
れ
て
、
公
役
務
概
念
の
欠
陥
を
露
呈
し
た
の
で
あ
っ
た
。

そ
れ
で
は
、
現
在
の
行
政
法
理
論
に
お
い
て
、
こ
の
公
役
務
概
念
に
よ
っ
て
表
示
さ
れ
て
き
た
よ
う
な
目
的
な
い
し
は
一
般
的
な
利
益

の
考
慮
は
、
全
く
不
要
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
点
は
、
必
ら
ず
し
も
、
そ
の
よ
う
に
言
い
切
れ
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
目
的
ま
た
は

一
般
的
な
利
益
の
行
政
法
理
論
な
い
し
は
そ
の
体
系
に
お
け
る
考
慮
は
、
次
の
二
つ
の
点
に
現
わ
れ
る
。
そ
の
第
一
は
、
行
政
法
の
範
囲

の
限
定
に
関
し
て
で
あ
り
、
行
政
法
の
適
用
さ
れ
る
範
囲
は
、
そ
の
時
代
に
お
い
て
広
狭
が
あ
っ
て
、
そ
の
適
用
は
、

た
と
え
ば
平
時
に

お
い
て
は
か
な
り
限
定
さ
れ
て
い
る
と
し
て
も
、
戦
時
に
お
い
て
は
、
国
家
的
な
利
益
の
観
点
か
ら
、

い
ち
じ
る
し
い
増
大
を
見
せ
る
。

そ
し
て
、
こ
の
目
的
の
考
慮
の
み
で
行
政
法
の
適
用
分
野
を
決
定
す
る
こ
と
が
不
可
能
で
あ
る
こ
と
は
、
先
述
し
て
き
た
フ
ラ
ン
ス
の
法

制
度
が
充
分
に
明
示
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
逆
に
考
え
る
な
ら
ば
、
こ
の
行
政
法
の
諸
原
理
は
、

一
般
的
な
利
益
が
存
す
る
場

合
に
限
っ
て
、
初
め
て
、
そ
の
適
用
を
見
る
こ
と
が
で
き
、

一
般
的
な
利
益
の
存
し
な
い
場
合
、
行
政
の
単
な
る
私
的
な
利
益
が
存
す
る
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に
す
ぎ
な
い
場
合
に
は
、
行
政
に
優
位
性
を
認
め
る
そ
の
原
理
を
適
用
す
る
こ
と
の
合
理
性
を
欠
く
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
意
味
で
、

般
的
な
利
益
な
い
し
は
公
益
の
目
的
は
、
行
政
法
の
分
野
の
最
大
限
の
範
囲
を
限
定
し
、
制
限
し
よ
う
と
す
る
役
割
を
果
た
す
も
の
で
あ

り
、
行
政
法
の
適
財
の
必
要
条
件
を
構
成
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
点
か
ら
、
目
的
の
考
慮
が
無
用
で
あ
る
と
断
定
す
る
こ
と
は
で

き
な
い
。
さ
ら
に
、

こ
の
目
的
の
考
慮
は
、
第
二
に
、

フ
ラ
ン
ス
行
政
法
の
実
定
的
な
理
論
と
関
連
し
て
い
る
。
こ
の
点
は
、
フ
ラ
ン
ス

に
特
有
な
目
的
の
観
点
か
ら
行
政
の
裁
量
行
為
を
制
限
し
よ
う
と
す
る
権
力
さ
ん
奪
(
『

&
Z己
5
5
2同
門

古

刀

0
5
0
5
の
法
理
に
顕
著

で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
権
力
さ
ん
奪
の
法
理
は
、
公
役
務
概
念
に
立
脚
す
る
行
政
法
理
論
の
副
産
物
で
は
あ
る
が
、
公
役
務
概
念
の
動

向
と
は
別
箇
に
、
今
な
お
、
実
定
法
上
に
充
分
に
適
肘
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
権
力
さ
ん
奪
と
同
様
な
目
的
の
観
点
か
ら
行
政
行
為

アランス行政法における公役務概念にヲU、て ω

を
規
制
す
る
法
理
を
、

フ
ラ
ン
ス
以
外
の
国
の
行
政
法
、
特
に
わ
が
国
の
行
政
法
に
導
入
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
そ
の
制
度
も
異
な
る

関
係
上
、
問
題
が
存
す
る
が
、
こ
の
よ
う
に
、
日
的
な
い
し
は
利
益
の
観
点
か
ら
、
実
定
行
政
法
の
諸
理
論
が
形
成
さ
れ
る
面
が
あ
る
こ

「

7
)

と
は
否
定
で
き
ず
、
こ
の
点
か
ら
も
、
目
的
ま
た
は
利
益
の
考
慮
を
、
行
政
法
か
ら
全
面
的
に
排
除
す
る
こ
と
が
妥
当
で
あ
る
と
言
い
切

(
8
u
 

る
こ
と
は
で
き
な
い
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

ω
戸

別

2
2
0・
何

百

ms't
一E
M
Q
H
5
5
《

]

戸

山

内

-
S
H
T
L
ヨ
5
E
E
C『
w
河

2
2
L己

L
3
ユ
吉
豆
R
・

℃

-
N叶
叩
・

事
実
に
よ
っ
て
遣
い
越
さ
れ
た

(
m
O
乏
な
百
日
m
h
u

宮こ
2
r
E
)
と
表
現
し
て
い
る
。

同
刷
前
出
、
第
一
章
第
二
節
一
一
、
北
法
一
一
一
一
巻
一
号
四
九
珂
以
下
参
照
。

仙
川
こ
ゆ
点
に
つ
い
て
は
、
和
田
小
次
郎
「
デ
品
ギ

l
」
法
律
思
想
家
評
伝
、
二
六
七
冗
以
下
参
照
。

川
明
こ
ρ
論
点
を
明
瞭
に
主
訴
し
て
い
る
訟
と
し
て
、
》
N
P
5
5
含
=
印
刷
N
2
5
Lロ
ι
5
=
℃
己
主
再

-
H
記品
-
H
Y
Z印
・

第
一
章
第
三
節
三
討

ω、
北
法
一
一
二
巻
一
号
九

O
H参
照
。

同

開

「

E
Z
ι
巾
問
。
・

H
，
EH叶
Am

企
雪
d
g
E
Z
W
N
b
L・
℃
・

N
2
.. 
{
U
Z吉田
T
H
N
2
3ロ
E
E
一H円bw
七

-HNO--N-・
2
℃・

5叶
・
コ
C
円
。
(
】
)
・

リ
ゲ
エ
ロ
は
、
こ

ω
よ
う
な
公
式
は
、

」
ゆ
ノ

l
ト
に
つ
い
て
は
前
向

北法 13(3・13)451



訟

仙
川
こ

ω
権
力
さ
ん
傘
ゆ
法
川
町
に
つ
い
て
は
、
図
上
秘
治
「
偽
国
殉
例
よ
り
見
た
る
白
山
裁
放

ω
限
界
一
佐
々
木
博
士
遺
憾
祝
賀
論
文
集
、
三
一
九
百
以
下

参
照
。

伺

こ

@

目

的

。

観

点

か

ら
O
彰
響
は
、
わ
が
国

ω
行
政
法
洲
論
に
お
い
て
も
見
ら
れ
、
そ
O
例
と
し
て
、
管
烈
関
係
な
い
し
は
管
制
刊
行
伐
の
川
町
論
を
挙
げ

る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
管
瑚
関
係
と
は
「
具
体
的
な
法
が
、
公
共

ρ
稲
枇

ω
実
現
と
い
う
行
政
目
的
。
注
成
に
第
一
義
的
な
意
義
を
認
め
こ
れ

に
特
殊
O

法
的
以
没
を
認
め
て
い
る
関
係
で
あ
」
り
(
問
中
二
郎
、
行
政
法
総
論
、
一
二
六
可
)
、
こ
れ
に
関
す
る
烈
諭
が
、

u的
。
観
点
。
影
符
を
受

け
て
い
る
こ
と
は
明
瞭
で
あ
ろ
う
o

ω
さ
ら
に
、
最
近

ω
稿
枇
一
行
政
@
分
野

ο
縦
六
に
伴
い
、
利
盆
沿
的
な
観
点
か
ら
、
行
政
法

m論
を
再
検
討
し
よ
う
と
す
る
助
、
ぎ
が
特
に
ド
イ
ツ
に
お
い

て
見
ら
れ
る
。
こ

ω
点
は
、
従
来
、
私
法
。
遡
川
な
受
け
る
も

ω
と
し
て
行
政
法
。
適
川
分
野
か
ら
排
除
さ
れ
て
い
た
行
政
作
用

ω
法
的
な
規
律
を
枇
会

。
実
盤
。
変
遜
に
即
応
し
て
再
考
し
よ
う
と
す
る
面
も
も
づ
も

ρ
で
あ
り
、
こ

ω
よ
う
な
稲
枇
国
家
。
行
政
に
関
す
る
法
制
度
を
検
討
し
よ
う
と
す
る
場

合
に
は
、
こ

O

公
役
務
問
論
は
充
分
に
参
考
に
値
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
わ
が
国
に
お
い
て
こ

ω
点
を
論
じ
た
主
な
も

ω
と
し
て
、
山
間
半
男
「
縞

祉
国
家
と
行
政
法
の
政
論
」
法
哲
学
会
制
・
現
代
国
家

ω
機
能
牧
所
、
塩
野
公
紹
介
、
ア
オ
ル
ス
ト
ホ

1
7
「
松
付
行
伐
ゆ
法
律
問
題
」
国
家
学
会
雑
泣

七
三
谷
一
一
・
一
二
号
参
照
。

論

第
二
節

現
行
フ
ラ
ン
ス
行
政
法
の
基
礎
概
念

現
行
フ
ラ
ン
ス
行
政
法
に
お
け
る
行
政
裁
判
権
の
適
用
の
基
準

右
に
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
今
日
の
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
は
、
公
役
務
概
念
は
、
一
定
し
た
内
本
を
有
す
る
概
念
で
は
な
く
、
も
は
や
、

行
政
権
と
司
法
権
と
の
間
の
裁
判
権
限
の
分
配
に
関
す
る
事
項
に
お
い
て
、
充
分
な
役
割
を
果
た
す
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
は
な
い
。
そ

れ
で
は
、
現
有
の
フ
ラ
ン
ス
行
政
法
に
お
い
て
、
こ
の
裁
判
権
限
の
帰
属
は
、
ど
の
よ
う
な
標
準
に
よ
っ
て
、
決
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ

ろ
う
か
。
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こ
の
権
限
の
分
配
の
標
準
に
つ
い
て
は
、
先
述
し
た
よ
う
に
、
判
例
が
、
家
族
手
当
お
よ
び
社
会
保
障
の
事
項
に
つ
い
て
、
そ
の
状
況

へ
9“
)

に
関
係
な
く
、
全
般
的
な
私
法
の
適
用
を
認
め
、
ま
た
最
近
、
公
役
務
概
念
の
反
動
を
思
わ
せ
る
よ
う
な
一
連
の
判
決
を
提
示
し
て
い
る

の
で
、
完
全
に
充
分
な
基
準
を
そ
こ
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
の
上
、

一
方
に
お
い
て
は
、

ロ
バ
デ

l
ル
の
主
張
し
て
い
る
よ
う

に
、
公
役
務
の
標
準
が
、
今
な
お
、

る
。
だ
が
、
今
日
の
フ
ラ
ン
ス
の
行
政
法
の
学
説
に
お
い
て
、
こ
の
権
限
分
配
の
標
準
は
、

こ
の
権
限
分
配
の
第
一
義
的
な
標
準
と
し
て
の
役
割
を
果
た
す
こ
と
が
で
き
る
と
す
る
説
も
存
在
す

一
九
二
一
年
の
象
牙
海
岸
植
民
地
事
件
に
お

け
る
権
限
裁
判
所
の
判
旨
中
に
見
出
さ
れ
る
よ
う
に
、

アランス行政法における公役務概念に-:?It、て臼

一
般
に
、
そ
の
具
体
的
な
状
況
の
私
法
に
よ
っ
て
通
常
規
律
さ
れ
る
状
況
(
包

E白
'

〔

4
〉

己
。
口
出
門
。

m
-
g
E
E
Z巾
-rB巾ロ仲間
U
2
F
骨
三
件
七
円
】
芯
)
と
の
類
似
性
の
有
無
、
な
い
し
は
公
管
理
と
私
管
理
(
『
唱
団
付
芯
ロ
ガ
ロ
豆
一
宮
巾

2

F
常
在
。
ロ
℃
ユ
志
巾
)
の
区
別
に
求
め
ら
れ
て
い
る
o

そ
し
て
、
さ
ら
に
、
公
役
務
概
念
に
こ
の
標
準
の
第
一
義
的
要
素
を
認
め
る
ロ
パ
デ

ー
ル
自
身
も
、
こ
の
公
役
務
概
忽
が
権
限
分
配
の
充
分
な
条
件
で
な
い
こ
と
を
認
め
、
そ
れ
を
補
足
す
る
標
準
と
し
て
、
公
管
理
と
私
管

理
の
区
別
を
採
肘
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
ロ
パ
デ
l
ル
の
説
も
、
表
面
上
、
公
役
務
概
念
を
防
禦
す
る
形
を
備
え
て
は
い
る
が
、

実
質
的
に
は
、
そ
の
標
準
は
通
説
と
ほ
と
ん
ど
異
な
る
と
乙
ろ
が
な
い
論
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

こ
の
権
限
分
配
の
標
準
と
し
て
の
法
律
状
況
の
類
似
性
な
い
し
は
公
管
理
と
私
管
理
の
区
別
に
よ
る
公
式
は
、

よ
う
に
、
確
か
に
暖
昧
な
表
現
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
こ
の
よ
う
な
公
式
は
、
具
体
的
に
、
ど
の
よ
う
な
内
J

谷
を
有
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

ワ
リ
ヌ
も
認
め
て
レ
る

こ
の
よ
う
な
公
式
に
よ
る
私
法
外
の
法
律
状
況
ま
た
は
公
管
理
と
い
う
概
念
は
、

一
般
に

か
つ
て
の
公
権
力
行
為
の
概
念
よ
り
も
広
い

概
念
で
あ
る
、
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
具
体
的
に
は
、
こ
の
概
念
は
、
契
約
の
領
域
を
別
と
し
て
、

か
つ
て
の
公
権
力
行
為
の
概
念

中
に
包
含
さ
れ
る
も
の
の
他
に
、
シ
ャ
ピ
ュ
に
よ
れ
ば
、
タ
バ
コ
、
造
幣
、
火
薬
等
の
独
占
的
役
務
お
よ
び
無
償
の
役
務
を
追
加
す
る
も

(
0
0
~
 

の
と
さ
れ
、
さ
ら
に
ブ
ラ
エ
ヴ
ォ
に
よ
れ
ば
、
異
常
に
危
険
な
(
日
ロ

2
5と
3
5
E
Eコ
鳴

5
5
2
)
行
政
の
企
業
も
、
こ
の
概
念
中
に
含
ま
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れ
る
と
い
う
。
こ
の
よ
う
に
、
こ
の
現
在
の
通
説
に
よ
る
権
限
分
配
の
標
準
は
、
一
般
的
に
明
確
に
識
別
さ
れ
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
が
、

そ
の
訴
訟
で
問
題
と
な
っ
て
い
る
法
律
状
況
が
、
平
等
の
関
係
で
あ
る
か
否
か
、
私
法
に
普
通
に
見
ら
れ
う
る
状
況
に
あ
る
か
杏
か
に
よ

論

っ
て
、
そ
の
裁
判
権
限
の
帰
属
を
決
定
し
よ
う
と
す
る
も
の
な
の
で
あ
る
。

右
に
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
現
在
の
フ
ラ
ン
ス
行
政
法
に
お
け
る
裁
判
権
限
の
分
配
に
関
す
る
原
則
は
、
「
内
容
が
権
限
を
規
則
す
る
」

(]巾『。ロ門山口

0
5
5
3骨

F
8
2
1
R
R巾
)
も
の
で
あ
り
、
法
手
続
お
よ
び
法
律
状
況
の
概
念
の
行
政
法
の
一
般
理
論
に
対
す
る
優
先
で

あ
っ
て
、
か
つ
て
の
一
体
と
し
て
公
法
の
制
度
に
服
さ
せ
よ
う
と
す
る
公
役
務
概
念
は
、
こ
の
事
項
に
お
い
て
、
そ
の
役
割
を
喪
失
し
た
。

こ
の
法
律
状
況
の
類
似
性
な
い
し
は
公
管
理
と
私
管
理
の
区
別
に
よ
る
権
限
分
配
の
標
準
は
、
今
日
の
わ
が
国
に
お
け
る
公
法
と
私
法
と

の
区
別
の
標
準
に
近
く
、

フ
ラ
ン
ス
的
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
ド
イ
ツ
的
な
区
別
の
標
準
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
標
準
が
、

固
定
す
る
の
か
、
さ
ら
に
変
化
し
て
ゆ
く
か
に
つ
い
て
は
、
も
と
よ
り
推
察
の
限
り
で
は
な
い
が
、
現
在
の
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
、

よ
う
な
権
限
の
分
配
の
標
準
、
公
法
と
私
法
と
の
技
術
的
な
区
別
の
標
準
を
採
用
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
ド
イ
ツ
お
よ
び
フ
ラ
ン
ス

の
二
つ
の
代
表
的
な
大
陸
行
政
法
が
そ
の
接
近
を
凶
っ
て
い
る
も
の
し
て
、
大
い
に
注
目
す
べ
き
こ
と
で
あ
る
よ
う
に
忠
わ
れ
る
ο

前
川
、
第
二
章
第
二
節
凶
、
お
よ
び
そ

ω
訂
倒
、
北
法
一
一
一
一
谷
ニ
ザ
二
川
八
!
二
川
九
瓦
参
照
。

前
尚
、
本
章
第
二
則
二
、
凶
附
川
v

凶
川
五
万
参
照
。
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7ランス行政法における公役務概念にフν、て ω

開

t
F一E
P
C司
-
E
-
吋

E
・
司
・
叶
N

・

川
聞
の
宮
司

F

4・
2
・
u
-
H
H
H
B芯
(
回
一
-

川
明
回
一
見
〈
完
了
。
℃
・

2
りと一
G
N
・

3
ヨ
-
n
y
g
E
A
E
〈
口
-

M
判

H
C
2
5・
E
5
2
巴
町
内
子
忌
怠
・
口
・

5--

制

。
2
E
f

。司・

2
7
℃・

ω
b・

ω
こ
心
ト
n
…
に
ワ
い
て
は
、
た
と
え
ば
、
わ
が
闘
に
お
け
る
公
法
と
私
法
と
り
区
別

ω
標
準
に
ワ
い
て
、
田
中
教
授

ω
訟
と
比
較
し
て
み
上
o

問
中
二
郎
、

一
行
政
法
総
論
、
二

O
O

二
一
凶
珂
参
照
。

同
州
最
近
公
刊
さ
れ
た
ド
イ
ツ
と
フ
ラ
ン
ス
の
民
事
裁
判
所
と
行
政
裁
判
刈
所
と

ω
問

ω
権
限
分
配
に
関
す
る
比
較
法
的
研
究
に
よ
れ
ば
、
訴
訟
で
遮
川
さ
れ

る
法
を
決
定
す
る
た
め
の

7
ラ
ン
エ
の
公
開
U
却
の
概
窓
と
ド
イ
ツ

ω
公
模
カ

ω
概
念
と
は
、
相
似
た
概
念
(
ロ
G
H
5
5
〈

2
z
d問
問
)
で
あ
り
、
来
本
的
に
は
フ

ラ
ン
ス
法
と
ド
イ
ツ
法
と
は
相
互
に
品
開
め
て
接
近
し
て
い
る
(
可
含
℃
g
n
r
g
)
と
説
か
れ
、
た
だ
伝
統
と
沿
首
?
と
に
よ
ワ
て
、
特
に
ド
イ
ツ
に
お
い
1

て
は
、

国
防
即
刻
論

ω
影
響
に
よ
り
、
伝
統
ま
た
は
類
推
に
よ
る
民
事
事
件
、
公
物
品
γ

行
政
の
契
約
の
あ
る
面
が
司
法
裁
列
所
に
時
閲
さ
れ
て
い
る
結
果
、
行
政
訴
訟

。
領
域
が
フ
ラ
ン
ス
に
比
べ
て
狭
く
、
ま
た
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
公
的
責
任
に
つ
い
て
白
訴
訟
お
よ
び
行
政
契
約
に
つ
い
て

ω
訴
訟
が
司
法
裁
列
所
で
谷

川
内
さ
れ
る
点
に
お
い
て
、
結
果
的
に
は
、
差
具
が
見
ら
れ
る
、
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

ζ
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司
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2
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H
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R
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E
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乙
一
命
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ω
ロ
デ
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市
wm山
0
・

古

-
N叶

ω
2
F

現
行
フ
ラ
ン
ス
行
政
法
の
基
礎
概
念

右
に
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
今
日
に
お
い
て
は
、
利
益
説
的
制
度
論
的
な
公
役
務
概
念
は
、

フ
ラ
ン
ス
行
政
法
に
お
け
る
基
礎
的
概
念

と
し
て
の
地
位
を
失
い
か
け
て
い
る
。
そ
れ
で
は
、
現
行
の
ブ
ラ
ゾ
ス
行
政
法
の
基
礎
的
概
念
は
、
何
に
求
め
ら
れ
る
a

へ
き
で
あ
ろ
う
か
。

こ
の
占
?
で
、

ま
ず
第
一
に
思
い
ほ
け
べ
ら
れ
る
の
は
、
権
限
分
配
の
標
準
と
し
て
の
役
割
を
果
た
す
公
管
理
の
概
念
で
あ
る
。
だ
が
、

の
公
管
理
の
概
念
そ
の
も
の
は
、
余
り
に
も
技
術
的
な
概
念
で
あ
っ
て
、

フ
ラ
ン
ス
行
政
法
の
基
礎
的
概
念
と
し
て
の
地
位
を
占
め
る
こ

と
の
で
き
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
そ
の
基
礎
的
概
念
を
探
究
す
る
た
め
に
は
、

」
の
公
管
理
の
基
盤
に
あ
る
概
念
を
追
求
し
な 、戸

、ー
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説

け
れ
ば
な
ら
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
意
味
か
ら
言
え
ば
、
こ
の
公
管
理
の
概
念
を
基
礎
づ
け
る
も
の
は
、
行
政
と
私
人

と
の
聞
の
不
平
等
関
係
で
あ
っ
て
、

フ
ラ
ン
ス
行
政
法
の
基
礎
的
概
念
は
、
行
政
の
保
有
す
る
権
力
性
に
求
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

論

」
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
権
力
性
の
概
念
は
、

フ
ラ
ン
ス
行
政
法
に
お
い
て
は
、
先
の
権
限
分
配
の
標
準
に
つ
い
て
考
察
し
た
こ
と

か
ら
も
了
解
さ
れ
る
よ
う
に
、
わ
が
国
で
一
般
に
言
わ
れ
て
い
る
よ
り
も
広
く
、
上
下
の
命
令
服
従
関
係
だ
け
で
は
な
く
、

一
切
の
不
平

等
関
係
を
包
含
す
る
。
こ
の
よ
う
に
、
現
行
の
フ
ラ
ン
ス
行
政
法
の
基
礎
的
概
念
は
、
強
い
て
言
う
な
ら
ば
、
行
政
と
私
人
と
の
聞
の
一
小

平
等
関
係
と
い
う
一
種
の
権
力
性
に
最
も
重
点
が
置
か
れ
て
い
る
、
と
一
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
だ
が
、
他
面
、
半
世
紀
近
く
に
わ
た
る
公

役
務
概
念
の
残
し
た
利
益
説
的
な
影
響
も
、

フ
ラ
ン
ス
行
政
法
中
に
残
存
し
、
こ
の
影
響
を
無
視
す
る
こ
と
も
許
さ
れ
ず
、
権
力
性
の
み

を
こ
の
基
礎
的
概
念
と
し
て
指
摘
す
る
こ
と
に
は
、
種
々
の
難
点
が
残
る
、

こ
の
点
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、

と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

リ
ヴ
エ
ロ
の
見
解
で
あ
る
。
彼
は
、
次
の
よ
う
に
主
張
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
ど
の
よ
う
な
法
の
部

門
、
民
法
、
商
法
、
労
働
法
等
の
学
者
も
、
そ
れ
ら
の
法
を
単
一
の
原
則
に
集
約
し
、
そ
れ
ら
の
規
律
の
す
べ
て
の
事
項
に
つ
い
て
、
唯

一
の
主
要
概
念
で
総
合
し
よ
う
と
す
る
よ
う
な
大
胆
な
意
図
を
有
し
は
し
な
か
っ
た
。
た
と
え
ば
、
民
法
に
お
い
て
、
私
的
自
治
の
原
則

が
主
張
さ
れ
て
い
る
が
、
民
法
を
支
配
し
て
い
る
の
は

こ
の
原
則
の
み
で
は
な
く
、
民
法
は
、
そ
れ
以
外
の
い
く
つ
か
の
概
念
の
総
合

に
よ
り
支
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
彼
は
、
単
一
の
支
え
の
上
に
立
て
ら
れ
て
い
る
の
は
行
政
法
に
特
殊
的
で
あ
る
こ

と
を
指
摘
し
、
唯
一
の
主
要
概
念
の
み
に
基
づ
い
て
行
政
法
を
構
築
す
る
こ
と
は
誤
り
で
あ
り
、
行
政
法
に
お
い
て
も
、

い
く
つ
か
の
政

数
の
基
礎
的
概
念
が
存
在
し

こ
れ
ら
の
諸
概
念
に
立
脚
し
て
行
政
法
理
論
が
樹
て
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
、

と
説
く
。
こ
の
リ
ヴ
L

ロ
の
主
張
し
て
い
る
よ
う
に
、
唯
一
の
概
念
、
唯
一
の
原
則
の
み
に
基
づ
い
て
、
行
政
法
を
体
系
化
し
理
論
e

つ
け
る
こ
と
に
は
確
か
に
剣
山

現
が
あ
る
。
そ
し
て
、
現
行
の
フ
ラ
ン
ス
行
政
法
も
、

主
と
し
て
権
力
性
の
点
に
立
脚
し
な
が
ら
も
、
そ
れ
以
外
の
諸
概
念
、
諸
原
則
に
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補
足
的
に
依
拠
し
て
、
そ
の
理
論
が
展
開
さ
れ
て
い
る
、

と
一
言
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
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以
上
に
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
大
革
命
期
の
フ
ラ
ン
ス
に
特
有
な
権
力
分
立
概
念
は
、
司
法
裁
判
所
と
別
箇
の
系
統
の
行
政
裁
判
制
度

アランス行政法における公役務椴倉:にヲν、て伺

を
生
み
、
そ
の
判
例
を
通
し
て
、
あ
る
い
は
権
威
行
為
と
管
理
行
為
の
区
別
の
概
念
を
、
あ
る
い
は
公
役
務
概
念
を
、

フ
ラ
ン
ス
行
政
法

の
基
礎
的
概
念
と
し
て
、
出
現
さ
せ
た
。
だ
が
、
こ
の
公
役
務
の
標
準
は
余
り
に
広
す
ぎ
る
が
ゆ
え
に
放
棄
さ
れ
、
権
威
行
為
の
理
論
に

お
け
る
公
権
力
の
標
準
は
余
り
に
狭
す
ぎ
る
が
ゆ
え
に
排
斥
さ
れ
た
。

こ
の
フ
ラ
ン
ス
行
政
法
の
歴
史
的
な
発
展
は
、
行
政
法
の
基
礎
的
概
念
の
探
求
に
、
興
味
あ
る
素
材
を
提
供
し
て
い
る
。
ま
ず
、
大
草

命
当
時
に
お
い
て
は
、
行
政
権
を
司
法
権
か
ら
防
禦
す
る
特
殊
の
要
求
か
ら
、
そ
の
行
政
行
為
は
、
文
字
ど
お
り
、
行
政
に
よ
っ
て
行
わ

れ
た
一
切
の
行
為
と
い
う
形
式
的
な
意
味
に
理
解
さ
れ
、
こ
の
時
代
に
お
け
る
行
政
法
は
、
そ
の
行
為
者
の
資
格
に
よ
る
主
体
説
的
概
念

に
立
脚
し
て
い
た
。
だ
が
、
こ
の
よ
う
な
主
体
説
に
依
拠
す
る
行
政
法
の
概
念
は
、
そ
の
す
べ
て
の
行
為
に
一
般
私
法
と
異
な
る
法
原
則

を
適
尉
す
る
こ
と
の
合
理
的
な
根
拠
を
欠
い
た
た
め
に
、
司
法
裁
判
所
の
側
か
ら
の
攻
撃
を
う
け
、

つ
い
で
、
学
説
お
よ
び
判
例
は
、
権

威
行
為
と
管
理
行
為
の
区
別
の
理
論
に
よ
る
権
力
説
的
な
概
念
に
基
づ
い
て
、
そ
の
行
政
法
を
構
築
し
た
。
し
か
し
、
こ
の
権
力
説
的
な

行
政
法
体
系
も
、
ぞ
が
て
、
時
代
の
進
展
に
つ
れ
て
消
失
し
、
利
益
説
的
な
公
役
務
概
念
を
基
礎
と
す
る
行
政
法
に
取
っ
て
替
わ
ら
れ
た
。
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説

そ
し
て
、
こ
の
公
役
務
概
念
も
、
今
や
、
新
し
い
社
会
情
勢
の
変
動
の
下
に
衰
退
し
、
広
い
意
味
で
の
権
力
説
的
な
概
念
が
、

フ
一
フ
ン
ス

行
政
法
中
に
、
そ
の
基
盤
的
な
地
位
を
占
め
つ
つ
あ
る
。

""，. 
扇岡

こ
の
フ
ラ
ン
ス
行
政
法
中
に
お
け
る
基
礎
的
概
念
の
動
揺
は
、
我
々
に
、
行
政
法
そ
の
も
の
の
性
格
を
暗
示
す
る
。
す
な
わ
ち
、
行
政

法
は
、
そ
れ
が
権
力
性
な
い
し
は
行
政
と
私
人
と
の
力
関
係
の
不
等
性
を
有
す
る
法
律
関
係
で
あ
る
点
に
お
い
て
、
私
法
と
区
別
さ
れ
、

最
も
一
般
的
に
特
徴
づ
け
ら
れ
る
。
だ
が
、
行
政
法
そ
の
も
の
の
理
論
は
、
そ
の
権
力
性
の
み
に
立
脚
す
る
も
の
で
は
な
い
。
こ
の
こ
と

(
2」

は
、
権
力
説
的
な
基
盤
に
立
っ
と
一
般
に
考
え
ら
れ
て
い
る
わ
が
国
の
行
政
法
に
お
い
て
も
、
管
理
行
為
な
し
は
管
理
関
係
と
通
常
と
呼

ば
れ
て
い
る
利
益
説
的
な
観
点
を
重
視
す
る
理
論
が
存
在
し
、
ま
た
、
た
と
え
ば
、
判
例
上
、
国
公
立
学
校
の
学
生
の
懲
戒
処
分
が
公
法

上
の
法
律
関
係
と
さ
れ
る
の
に
反
し
、
私
立
学
校
の
そ
れ
は
私
法
上
の
法
律
関
係
と
さ
れ
、
さ
ら
に
、
い
か
に
不
平
等
な
関
係
に
立
つ
と

し
て
も
、
こ
の
行
政
法
は
行
政
庁
以
外
に
適
用
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
等
の
こ
と
か
ら
も
推
察
さ
れ
る
こ
と
の
で
き
る
よ
う
に
、
主
体
説
的

な
観
点
も
、

こ
れ
を
無
視
し
て
考
え
る
こ
と
が
許
さ
れ
な
い
。
こ
の
よ
う
に
、
現
在
の
行
政
法
理
論
は
、
そ
の
権
力
性
に
重
き
を
置
き
な
が

ら
も
、
そ
の
目
的
ま
た
は
利
益
、

お
よ
び
そ
の
主
体
と
い
う
一
一
一
本
の
柱
の
上
に
組
み
合
わ
さ
れ
て
、
構
築
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の

三
本
の
柱
か
ら
、
ど
の
よ
う
な
原
則
が
打
ち
出
さ
れ
て
、
行
政
法
を
体
系
化
す
べ
き
で
あ
る
か
に
つ
い
て
は
、
な
お
、
問
題
が
残
る
が
、

こ
の
点
の
探
求
は
、
今
後
の
行
政
法
の
発
展
の
課
題
と
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。
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LA NOTION DE SERVICE PUBLIC EN DROIT 

ADMINISTRATIF FRANCAIS (皿)

Chapitre 111 L'appreciation de la th邑oriede service 

public et la sytematisation du droit administratif francais 

Par Akira KAMIYA 

Prof. adjoint (droit administratif)， 
Facult邑deDroit， 
Universit己deHokkaido. 

(1) Apres avoir vu dans le chapitre precedent le declin de la 

notion de service public et ses causes， comment peut-on apprecier 

aujourd'hui la juste valeur de cette notion? 

lO-Remarquons d・abord，a propos de sa valeur comme critere 
de distribution pour la juridiction administrative， les deux camps 

de doctrines qui s'opposent l'un a l'autre. D'un cδtιProf. Corail 
ecrit qu'elle n'a plus valeur de notion juridique， et Prof. Waline， 
modifiant dans sa 7e edition du Traite son ancienne position， con-

clut qu'elle n'est valable que comme une question purement ver-

bale. De 1・autrecote， au contraire， Prof. Laubadere ne cesse de 
reconnaItre la signification affirmative de cette idee maitresse chez 

son ecole. II admet， cependant， qu'elle ne suffit pas par elle seule 
pour determiner le champ d'application du droit administratif. 

Ainsi les doctrines 吋centesen France s'orientent， me semble-

t-il， vers le sens negatif a l'匂arddu role de la notion comme 
critere unique pour la juridiction administrative. Mais ce sens d' 

evolution ne pourrait pas encore etre generalisιetant donne que 

la jurisprudence administrative connait encore quelques arrets qui 

n'exclurent pas la possibilite de renaissance de la theorie de ser-

vice public (Bertin， 1956; Grimouard， 1956). En tom cas， il me 

semble que la notion de service public a perdu la plupart de sa 

signification jurid.ique positive comme critere de distribution pour 
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la juridiction administrative. 

20-Signa10ns ensuite l'aspect de cette notion cornme base de 

syst合natisation pour le droit administratif. On en a deduit les 

divers princip巴s: la continuite du service public， l'egalite devant 

le foervice public， l'adaption du E:ervice public， la prirnaute du ser-

vic~ public， etc. Mais tout dヨsuites'imposeraient les questions 

suivantes: Dans quelle mesure CES principEs s'appliquent-ils au do・

maine， par exemple， d'entreprises natior.alisees? Comment cette 

systematisation formulé~ essentiellement du point de vue d'interet 

ou d:! but peut-elle se concilier avec la notion traditionnelle d'uti-

lite ou d・etablissementpublics? etc. 
Notre appreciation a cet匂ardpeut se resumer de la facon 

suivante. Du point d三 vuesideologique et sociologique， personne 
ne pourrait nier une k!rge contribution de ιette theorie au deve-

loppement du droit administratif francais mieux adapte a notre 

siecle (par exemple， le rejet du principe d'irresponsabilite de la 

puissance publique). L'indeniable merite de cette doctrine de so-

cialisation reside notamment dans sa clairvoyance de l'elargisse-

ment de role de l'Etat contemporain aux services economiques et 

sociaux. L'erreur de 1・ecoled~ Duguit， regrettons-nous cependant， 
consiste a pretendre que tous lEs s=rvices d'Etat 時cemmentinstaur色

soient soumis， en vertu de leur caractere d'interet g白eral，au 

regime du droit public， et. de la les defauts de la notion de service 

public. Mais 1・ideede but ou d'interet general contenue dans 
cette notion ne conserverait pas moins une valeur reelle correspon司

dant a l'evolution d'Administration de “W elfare-State". 

(2) La notion de service public tend ainsi a perdre sa position 

predominante comme l'idee de base pour le droit administratif 

francais d'aujourd'hui. Alors， quelle conception conviendra a sa 

place? 

L'idee de distinction entre les gestions publique et privee， par 

exernple， n'est qu'un substitut trop techniqueらcetegard. 11 vau-

drait mieux remplacer cel1e-ci par la notion de rapports inegaux 

entre l' Administration et les particuliers pour construire le droit 

administratif fonde sur 1・elementde puissance qu'elle contient. 
Nous trouvons， cependant， une tres pertinente remarque sur仁e
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sujet dans l'article du Prof. Rivero (Existe-t-il un Crilere du droit 
administratif， R. D. P.， 1953， p.279)， selon laquelle il n'y a aucune 
branche de droit qui p2ut se reduire a l'unique principe fonda-
mental et S2 sys~ématiser autour de lui d'une maniere unitaire. 

D'accord avec cette vue prulaliste et ecartant la these unitaire， 

la conclusion g台leralede cette etude tire les trois elements irre-

ductibles du droit administratif francais degages de toute son his-

toire; le sujet (inspire notamment d~ l'acte d'Administration au 

sens formel ou organique du mot depuis la grar.de Revolutlon)， la 

puissance (preconisee d・unemaniere classique par la theorie de E. 

Laferriere fondee sur la distinction de !'acte d'autorite d'avec celui 

de gestion) et le but ou l'interet (tel qu'il est mis en relief par 

!'ecole de B:lrdヲaux). C'est la combinaiscm de ces trois elements 

essentiels， se completae1t l'un I'autre， qui devrait construire le droit 
administratif francais. Et l'auteur dira， en concluant cette etude， 
qu'on pourrait esperer une meilleure systematisation du droit admi-

nistratif meme pour le ]apon， en s(' fondant sur la combinaison 

de c己strois colonnes. 

(la fin) 
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